
 

むさしのＩＣキャッシュカード特約 

 

１．特約の適用範囲 

ＩＣキャッシュカード（以下「ＩＣカード」といいます。）とは、ＩＣチップで取引ができるキ

ャッシュカードをいい、この特約は、ＩＣカードを利用するにあたり適用される事項を定めるも

のです。 

この特約は、「むさしのキャッシュカード規定」の一部を構成するとともに同規定と一体として

取り扱われるものとします。 

 

２．ＩＣキャッシュカードの利用 

（１）ＩＣカードの利用は、以下の現金自動支払機（現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「支払

機」といいます。） 

・当行の支払機のうちＩＣ対応している支払機 

・ＩＣチップによる取引を提携している提携先（当行がオンライン現金自動支払業務を提携した

金融機関等）の支払機で「ＩＣ対応」している支払機 

（２）前項の場合、磁気ストライプが併載されているＩＣカードであってもＩＣチップによる取引とな

ります。前項以外の支払機の利用は磁気ストライプが併載されているＩＣカードであれば、磁気

ストライプによる取引が可能です。 

 

３．１日あたりの利用限度額 

   ＩＣチップによる取引における１口座１日あたりの利用限度額は、当行所定の金額の範囲内とし

ます。利用限度額は当行所定の方法により、当行所定の金額の範囲内で変更できます。 

 

４．故障時の対応 

前記２．（１）に規定されたＩＣ対応支払機が故障した場合、ＩＣチップ機能に障害が発生した

場合等において、ＩＣチップによる取引やその他の提供機能の利用ができない場合があります。

この場合、磁気ストライプによる取引ができないことがあります。 

 

５．特約の変更 

（1）当行は、法令の定めにしたがい、お客さまの利益のために必要と認められるとき、または、その

他相当の事由がある場合で、お客さまの契約目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の

相当性、その他変更にかかる事情に照らして、合理的な内容であるときに、本特約を変更するこ

とができます。 

（2）前項による本特約の変更は、変更後の特約の内容を当行ホームページへの公表その他適切な方法

により公表し、公表の際に定める効力発生時期の到来により効力を生じるものとします。 

以上 


